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医政発 0■ 06第 16号

平成 23年 1月 6日
/6・
都道府県知事 殿

保″L師助産由F看護師法施行規則の一部を改FEする省令の公珀iに ついて

保健白li助 産師看i蔓白「法施行規卿1の一部を改J:する省令 (lZ成 234F厚生労働省令第 1

号。以下「改 :li省 令」という。)がが1紙のとおり公4iさ れ、FF成 23年 4月 1日 から施

行されることとなった。

今回の改]iの趣旨、概要等は下記のとおりであるので、十分留1意の_L、 貴管
:内

淡成所
へ川力:い ただくとともに、その実施について遺浦|の ないようお願いする。

1記

1.改 IFの趣旨

IR健‖li助 産師看護師学校養成所指定規サ‖|の一部を改 |}:す る省令 い14成 20年文出∫r卜学

省・|り

`LttlJJl省

令第 1号)に よりЙt健自li教 育及び看1隻蘭li教 育の内容が改 ||:さ れたこと、

及び保健山li助 産師看i健 師学校養成|ツ
「指定規則の一部をlit iliす る省()(114成 23イ 11文部fl

学省・l1/_`L労働省令第 1号)に より保健由li教 育の内容か政iliさ れることに「11い、行:雀 山li

ll・ 1家試験及び保健出i卜‖家静t験の試験な|・ 目の改JFを行 うものである。

2.改 iEの 内容

(1)保健師国家試験の試験r十 日

① 「地j成看護学」を「公衆術生看護学」に改めた。

② 「疫学・保健統計」を「疲学」及び「保健統計学」に分けた。

③ 「保健福祉行政論」を「保健医療福ねL行政論」に改めた。

(2)看 11削i国 家試験の試験科目

① 「rl:会 働t障 1制度と生活者の健康」を「健康支援とネ11会 保障1刊 度」に改めた。

② 「看護の統合と実践」を加えた。



3.力色イ予りrJl日 舎淳

(1)保健師国家試験の試験科日

平成 24年 4月 1日 に施行し、平成 25年に実施される平成 24年度の国家試験から新

たな試験科 目によることとした。

(2)看護師国家試験の試験科日

平成 23年 4月 1日 に施行 し、平成 24年に実施される平成 23年度の国家試験から新

たな試験科 目によることとした。



｀
「 成 23年 1月 6目 木曜日 官

”
Ｖ
ｒ 第 5469号

別紙

割
．型
一．１，――十
“
町
幣
唯
計
一

喘

‐１
劇

（行
政
機
関

の
休
日
休
円
）

〔省
　
　
〈
エ

○
保
健
師
助
産
―ｌｉｌｉ
看
巡
師
学
校
養
成
所
指
定

脱
――――
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（文
部
科
学

・
厚
生
労
働

一
）

○
保
健
師
助
産
師
看
純
師
法
施
行
規
則
の

）

部
を
改
正
す
る
省
令

（厚
生
労
働

一
）

〔生
ロ

一不
〕

○
屯
波
法
第
１ｌｉ
条
等
に
規
定
す
る
電
波
の
監

視
を
行
う
場
所
に
関
す
る
件

の

一
部
を
改

正
す
る
件

（総
務

一
．）

○
電
波
法
第
百
一
一条
に
規
定
す
る
無
線
方
位

測
定
装
置
の
設
樹
場
所
に
関
す
る
件

の

一

部
を
改
正
す
る
件

（同
三
）

○
指
定
無
線
設
備
を
使
用
す
る
無
線
局
の
免

許
の
中
耐
淋
を
提
出
す

べ
き
官
署
の
名
称

及
び
所
在
地
を
定
め
る
件

の

一
部
を
改
正

す
る
件

（同
四
）

○
委
託
に
よ
る
無
線
局
の
周
波
数
の
測
定
に

関
す
る
手
続
、
測
定
方
法
及
び
手
数
料
節

を
定
め
る
件
の
　
部
を
改
正
す
る
件

（同
五
）

〇

〇
出
入
国
管
卿
及
び
難
民
認
定
法
別
人
第

一

の
■
の
表
の
技
能
突
習
の
項
の
下
側
に
脱

定
す
る
団
体
の
要
件
を
定
め
る
●
令
第

条
第

．
号
卜
の
規
定
に
基
づ
き
監
川
団
体

を
定
め
、

―――
人
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
七
条
第

．
項
第

二
号
の
基
叩
を
定
め
る

省
令
の
よ
の
法
別
衣
第

．
の

．
の
よ

の
技

能
実
習

の
項
の
下
欄
第

．
号

□
に
側
げ
る

活
動

の
項
の
下
側
第

一
十
九
号
の
規
定
に

基
づ
き
技
能
突
習
を
定
め
る
件

（法
務
圧
）

○
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（同
六
）

○
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府

と
の
――――
の
掛
間
の
交
換
に
関
す
る
件

（外
務
六
）

○
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
と
の
――――
の
協
定

の
路
線
表

の
改

正
に
関
す
る
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（同
じ
）

○
保
安
林

の
指
定
を
す
る
件

（農
林
水
産

¨
一九
～
三
六
）

Ｏ
Ｌ
地
収
川
法

の
規
定
に
基
づ
き
■
業

の
認

定
を
し
た
件

（国
土
交
通
し
）

○
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
の
経
営
状
況
分

析

の
全
部
の
廃

―１１
の
中
し
出
が
あ

っ
た
件

（同
八
）

○
砂
防
法
第

二
条
の
上
地
を
指
定
す
る
件

（同
九
、　
一
〇
）

○
自
動
車
検
杏
川
機
械
器
具
登
録
校
正
実
施

機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
の
川
出
が
あ

っ

た
件

（同

．
ご

れ1果・|]l‖ 1

独立行政,去人口立印刷局

じン

一リ

○
建
築
基
叩
法
の
規
定
に
基
つ
く
指
定
怖
認

検
杏
機
関
の
確
認
検
介
の
業
務
を
行
う
＝

防
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
件

（関
東
地
方
整
備
局
一
）

○
道
路
に
関
す
る
件
（九
州
地
方
整
備
局
　
）

〔国
会
事
項
〕

〔人
事
異
動
〕

内
閣
　
法
務
省
　
財
務
省
　
文
部
科
学
省

特
許
庁
　
最
高
裁
判
所

〔皇
室
事
項
〕

〔官
庁
報
告
〕

産
　
　
業

日
本
工
業
規
格

（―――Ｉ
Ｌ
交
通
省
）

国
家

‐ｌｉｔ
願

水
先
人

‐
―夕ｔ
験
の
施
行

（川
１１
交
通
省
）

公

聴

会

一
般
ガ
ス
供
給
約
款
の
変
更
の
認
可
に
係
る

公
聴
会
の
―
‐
―――
縦

（九
州
経
済
産
業
局
）

国
十
調
査

の
成
果
の
認

‘
――――
の
公
１１１

（国
■
交
瓶
省
）

〔公

　
　
生
巳

議

中

項

官
庁財

団
、
司
法
占
――
懲
戒
処
分
、

―
‐
―
誕
会
社

に
対
す
る
行
政
処
分
、
作
賀
東
部
ｌｉ
地
改

良
区
役
Ｈ

の
選
任
、
埼

‥ｌｉ
北
部
Ｌ
地
改
良

区
連
合
役
ｉｌ
の
選
任
及
び
就
任
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
師
決
定
、

破
産
、

――‥
別
清
弾
、
再
生
関
係

　

　

　

ヽ

会
社
そ
の
他



平成 23イ111月 61:1 木‖だ日 官 2
↓

ｒ 第 5469号

○
殴螂
翔孵鮎
令第
一号

保
健
師
助
産
師
看
機
師
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
卜
九
条
第

一
―サ
及
び
第
二
号
並
び
に
第

一十
条

第
　
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
＝
づ
き
，
保
阻
師
助
産
締
看
超
価
学
校
養
成
所
指
定
脱
―ｌｌｌ
の

，
部
を
改

ｌｌｉ
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

―■
卜
三
年

．
月
六
日

保
健
獅
助
産
師
着
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の

保
健
ＦＩＩｌｉ
助
産
師
看
穫
師
十
校
推
成
所
指
定
規
則

（昭
和

す
る
。

別
人

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

一

（第
′
条
関
係
）

公
衆
術
生
看
政
学

公
衆
術
生
看
護
学
概
論

個
人

・
家
族

・
集
＝

・
組
織
の
支
援

公
衆
閣
生
看
鵡
活
動
展
開
諭

公
衆
獅
生
看
穫
――
理
論

疫
学

保
健
統
――――
学

保
機
は
旅
福
祉
行
政
論

臨
地
実
習

公
衆
麟
生
看
穫
学
実
習

情
人

，
家
族

・
集
＝

・
組
織
の
支
援

実
習

公
衆
誦
生
看
純
活
動
展
――――
論
実
習

公
衆
獅
生
看
穫
管
理
論
実
習

文
部
科
学
大
臣
　
出
木
　
本
明

厚
生
労
働
大
―１１
　
細
川
　
―――
夫

部
を
改
正
す
る
省
令

一卜

六

年

収

螂

鮪

令

第

一
号

）

の

一
部

を

次

の

よ

う

に

改

正

健
康
危
機
１１
理
を
含
む
。

保
触
所

・
市
町
村
で
の
実
習
を
含
む
。

糾
続
し
た
指
導
を
含
む
。

川
の
川
定
の
例
に
よ
る
。

一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
側
条
第

一
ＪＴＩ
に
規
定
す
る
課
――――
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
―１１
定
を
受

け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し

´
の
教
育
課
限
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
人
三
に
掲
げ
る
救
台
内

容
を
併
せ
て
核
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

世
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
散
台
Ｌ
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
五
単
位
以
１１
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
■
十
二
＝
位
以
――
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
よ
の
教
育
―ム‐

容
ご
と
の
囁
侍
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

別
人
．
一を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
二

（第
■
条
関
係
）

一
助
産
診
断

・
技
術
学

一
地
域
母
子
保
他

助
産
管
ｌｌｌｌ

¨
一　
行
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
側
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
仰
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受

け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し

一
の
教
育
課
租
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
一
に
掲
げ
る
教
育
内

容
を
併
せ
て
枚
投
し
よ
う
」
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
揺
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

口
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
土
地
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
卜
　
＝
性
以
１１
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
十
七
単
位
以
■
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内

容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
合
は
、
平
成

十̈
二
学
四
月
　
博
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
、
保
健
‐――ｌｉ
又
は
助
産
――ｌｌｉ
と
し
て
必

要
な
知
識
及
び
技
――し
を
修
習
中
の
計
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
こ
の
省
合
に
よ
る
政
―１１
後
の
別
々
　
及
び

別
表
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
側
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｏ
厚
生
労
働
省
令
第

一
号

保
健
師
助
産
師
看
超
師
法

（昭
和

卜́
三
年
法
律
第
一
百
三
号
）
第
一

行
政
師
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
行
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
¨
一十
二
年
　
月
六
日

保
健
師
助
産
師
看
出
師
法
施
行
川
――――
の

保
健
師
助
産
師
看
穫
師
法
施
行
規
――――

（‐―イー
和
一

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（保
饉
師
国
家

‐ｌｉ
ｔ
放
の

！
ｌｉｔ
敷
科
日
）

第
二
十
条
　
保
処
師
国
家

‐
―，ｔ
験
は
、
次
の
■
日
に
つ
い
て
行
う
。

公
衆
術
生
看
穫
学

度
学

保
健
統
計
学

保
健
医
療
用
祉
行
政
論

第

一卜
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ｒ
泄
師
国
家

‘ｌｉｔ
験
の
試
験
科
日
）

第
二
十
二
条
　
看
護
師
国
家
試
験
は
、
次
の
＝
日
に
つ
い
て
行
う
。

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
塙
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

健
康
支
援
七
社
会
保
伸
‐――――
度

基
礎
看
概
学

成
人
看
襲
学

老
年
■
穫
学

小
児
看
護
学

母
性
看
穫
学

精
神
看
祀
学

在
宅
看
穫
諭

看
機
の
統
合
と
実
践

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
―
二
年
四
月
　
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

四
月

¨
＝
か
ら
施
行
す
る
。

「 許|'

六を
fF政

'・

I ili

411■

'‐省る
令省
第 令

Ｆ
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
鯉
‐――――
助
産
―――――

厚
生
労
働
人
ｌｌｉ
　
細
川
　
律
夫

一Ｆ
四
号
）
の
　
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
二
十
条
の
改
―１１
規
定
は
，
平
成
１
十
四
年

中
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
世
基
準
第
二
十

一
条
第
一



保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の

一

〇
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則

部
を
改
正
す
る
省
令
案
　
新
旧
対
照
条
文

（昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）

（抄
）

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（保
健
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
条
　
保
健
師
国
家
試
験
は
、
次
の
科
日
に
つ
い
て
行
う
。

公
衆
衛
生
看
護
学

疫
学

保
健
統
計
学

囲
凰
翻
側
碧
翻
剥

（看
護
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
二
条
　
看
護
師
国
家
試
験
は
、

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

国

署

例

則

副

酬

剛

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

者
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

次
の
科
目
に

つ
い
て
行
う
。

改

正

案

（保
健
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
条

　

保
健
師
国
家
試
験
は
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

地
域
看
護
学

疫
学

・
保
健
統
計

保
健
福
祉
行
政
論

（看
護
師
国
家
試
験
の
試
験
科
目
）

第
二
十
二
条
　
看
護
師
国
家
試
験
は
、

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

社
会
保
障
制
度
と
生
活
者
の
健
康

基
礎
看
護
学

在
宅
看
護
論

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

次

の
科

目
に

つ
い
て
行
う
。

現

行

―
l―




